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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の処理の対象となる処理対象物に関連する複数の表示対象物の画面表示を行わせる
表示制御装置であって、
　前記処理対象物を特定するための情報を取得する対象物情報取得部と、
　前記対象物情報取得部にて取得された情報に基づいて、複数の表示対象物の内から当該
情報により特定される処理対象物と所定の関係にある表示対象物を抽出する抽出部と、
　前記抽出部にて抽出される表示対象物と前記処理対象物との関連性に関する情報を取得
する重要度情報取得部と、
　前記重要度情報取得部にて取得された情報に基づいて、前記処理対象物との関連性が高
い表示対象物ほど重要度が高いものと判定する重要度判定部を備え、
　前記重要度判定部にて判定された重要度に基づいて、第１番目～第ｎ番目（ｎは、２以
上の整数）の複数の略環状の領域から構成される表示領域であって、第ｘ－１番目（ｘは
、２～ｎの整数）の領域が第ｘ番目の領域の内側に位置する表示領域に対して、第ｘ－１
番目の領域内に第ｘ番目の領域内に表示させる表示対象物よりも重要度が高い表示対象物
が位置するように、前記抽出部にて抽出された表示対象物を表示させる制御部と
　を備えてなる表示制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記表示対象物は、前記所定の処理における設定項目に対応付けられているものであり



(2) JP 4818794 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

、
　前記処理対象物と所定の関係にある表示対象物とは、前記処理対象物に対して前記所定
の処理を行う場合に、使用され得る設定項目に対応する表示対象物である表示制御装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記所定の関係は、前記処理対象物に関連して選択される頻度が所定の閾値以上である
関係である表示制御装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記制御部は、前記略環状の領域内で表示させる複数の表示対象物の内、重要度が高い
表示対象物ほど、前記略環状の領域内における該領域の中央位置よりも上方に位置する所
定位置を起点として、前記略環状の領域内における時計回り方向上流側に位置するように
表示させる表示制御装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の表示制御装置において、
　前記制御部は、前記略環状の領域内で表示させる複数の表示対象物を、時計回り方向上
流側から前記所定位置を起点として所定間隔で配列されるように表示させる表示制御装置
。
【請求項６】
　所定の処理の対象となる処理対象物に関連する複数の表示対象物の画面表示を行わせる
表示制御装置であって、
　前記処理対象物を特定するための情報を取得する対象物情報取得部と、
　前記対象物情報取得部にて取得された情報に基づいて、複数の表示対象物の内から当該
情報により特定される処理対象物と所定の関係にある表示対象物を抽出する抽出部と、
　前記抽出部にて抽出される表示対象物の前記処理対象物に関連して選択された選択履歴
に関する情報を取得する重要度情報取得部と、
　前記重要度情報取得部にて取得された前記選択履歴に関する情報に基づいて得られる選
択頻度が高い表示対象物ほど重要度が高いものと判定する重要度判定部を備え、
　前記重要度判定部にて判定された重要度に基づいて、第１番目～第ｎ番目（ｎは、２以
上の整数）の複数の略環状の領域から構成される表示領域であって、第ｘ－１番目（ｘは
、２～ｎの整数）の領域が第ｘ 番目の領域の内側に位置する表示領域に対して、第ｘ－
１番目の領域内に第ｘ番目の領域内に表示させる表示対象物よりも重要度が高い表示対象
物が位置するように、前記抽出部にて抽出された表示対象物を表示させる制御部と
　を備えてなる表示制御装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の表示制御装置において、
　ユーザを識別するための識別情報を取得する識別情報取得部を備え、
　前記重要度情報取得部は、前記識別情報取得部にて取得された識別情報に対応するユー
ザの前記選択履歴に関する情報を取得するものであり、
　前記制御部は、前記識別情報取得部にて取得された識別情報によるログイン時に、前記
重要度判定部にて該識別情報に対応するユーザの選択履歴から判定された重要度に基づい
て、第１番目～第ｎ番目（ｎは、２以上の整数）の複数の略環状の領域から構成される表
示領域であって、第ｘ－１番目（ｘは、２～ｎの整数）の領域が第ｘ番目の領域の内側に
位置する表示領域に対して、第ｘ－１番目の領域内に第ｘ番目の領域内に表示させる表示
対象物よりも重要度が高い表示対象物を表示させる表示制御装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記表示対象物は、前記複数の略環状の領域それぞれに対応づけられているグループの
内いずれか１つに属するものであり、
　前記重要度情報取得部は、前記表示対象物が属するグループに関する情報を取得するも
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のであり、
　前記制御部は、前記重要度情報取得部にて取得された情報に基づいて、内側に位置する
略環状の領域に対応付けられているグループに属する表示対象物ほど重要度が高いものと
して、前記複数の略環状の領域それぞれに対して、各領域に対応付けられているグループ
に属する表示対象物を表示させる表示制御装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記制御部は、第１番目の略環状の領域の内側の領域に、処理対象物を特定するための
情報を表示させる表示制御装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記略環状の領域は略円環状の領域である表示制御装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　任意の表示対象物の前記略環状の領域内における表示位置を設定する表示設定部を備え
、
　前記制御部は、前記表示設定部にて表示位置が設定された表示対象物については、前記
略環状の領域内における当該設定位置に表示させる表示制御装置。
【請求項１２】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記制御部は、前記表示領域が、画面における中央位置よりも左側および上側のうち少
なくとも一方の側に位置するように表示させる表示制御装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記表示対象物は、文字およびアイコンの内少なくともいずれかを含む表示制御装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の表示制御装置と、
　前記表示制御装置による表示内容に基づくユーザの操作入力を受け付ける操作入力部と
、
　前記操作入力部にて受け付けた入力に基づいて、所定の画像処理を行う画像処理部と
　を備えてなる画像処理装置。
【請求項１５】
　所定の処理の対象となる処理対象物に関連する複数の表示対象物の画面表示を行わせる
表示制御方法であって、
　前記処理対象物を特定するための情報を取得する対象物情報取得ステップと、
　前記対象物情報取得ステップにて取得された情報に基づいて、複数の表示対象物の内か
ら当該情報により特定される処理対象物と所定の関係にある表示対象物を抽出する抽出ス
テップと、
　前記抽出ステップにて抽出される表示対象物と前記処理対象物との関連性に関する情報
を取得する重要度情報取得ステップと、
　前記重要度情報取得ステップにて取得された情報に基づいて、前記処理対象物との関連
性が高い表示対象物ほど重要度が高いものと判定する重要度判定ステップを備え、
　前記重要度判定ステップにて判定された重要度に基づいて、第１番目～第ｎ番目（ｎは
、２以上の整数）の複数の略環状の領域から構成される表示領域であって、第ｘ－１番目
（ｘは、２～ｎの整数）の領域が第ｘ番目の領域の内側に位置する表示領域に対して、第
ｘ－１番目の領域内に第ｘ番目の領域内に表示させる表示対象物よりも重要度が高い表示
対象物が位置するように、前記抽出ステップにて抽出された表示対象物を表示させる制御
ステップと
　を備えてなる表示制御方法。
【請求項１６】
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　請求項１５に記載の表示制御方法において、
　前記表示対象物は、前記所定の処理における設定項目に対応付けられているものであり
、
　前記処理対象物と所定の関係にある表示対象物とは、前記処理対象物に対して前記所定
の処理を行う場合に、使用され得る設定項目に対応する表示対象物である表示制御方法。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の表示制御方法において、
　前記所定の関係は、前記処理対象物に関連して選択される頻度が所定の閾値以上である
関係である表示制御方法。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の表示制御方法において、
　前記制御ステップは、前記略環状の領域内で表示させる複数の表示対象物の内、重要度
が高い表示対象物ほど、前記略環状の領域内における該領域の中央位置よりも上方に位置
する所定位置を起点として、前記略環状の領域内における時計回り方向上流側に位置する
ように表示させる表示制御方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の表示制御方法において、
　前記制御ステップは、前記略環状の領域内で表示させる複数の表示対象物を、時計回り
方向上流側から前記所定位置を起点として所定間隔で配列されるように表示させる表示制
御方法。
【請求項２０】
　所定の処理の対象となる処理対象物に関連する複数の表示対象物の画面表示を行わせる
表示制御方法であって、
　前記処理対象物を特定するための情報を取得する対象物情報取得ステップと、
　前記対象物情報取得ステップにて取得された情報に基づいて、複数の表示対象物の内か
ら当該情報により特定される処理対象物と所定の関係にある表示対象物を抽出する抽出ス
テップと、
　前記抽出ステップにて抽出される表示対象物の前記処理対象物に関連して選択された選
択履歴に関する情報を取得する重要度情報取得ステップと、
　前記重要度情報取得ステップにて取得された前記選択履歴に関する情報に基づいて得ら
れる選択頻度が高い表示対象物ほど重要度が高いものと判定する重要度判定ステップを備
え、
　前記重要度判定ステップにて判定された重要度に基づいて、第１番目～第ｎ番目（ｎは
、２以上の整数）の複数の略環状の領域から構成される表示領域であって、第ｘ－１番目
（ｘは、２～ｎの整数）の領域が第ｘ番目の領域の内側に位置する表示領域に対して、第
ｘ－１番目の領域内に第ｘ番目の領域内に表示させる表示対象物よりも重要度が高い表示
対象物が位置するように、前記抽出ステップにて抽出された表示対象物を表示させる制御
ステップと
　を備えてなる表示制御方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の表示制御方法において、
　ユーザを識別するための識別情報を取得する識別情報取得ステップを備え、
　前記重要度情報取得ステップは、前記識別情報取得ステップにて取得された識別情報に
対応するユーザの前記選択履歴に関する情報を取得するものであり、
　前記制御ステップは、前記識別情報取得ステップにて取得された識別情報によるログイ
ン時に、前記重要度判定ステップにて該識別情報に対応するユーザの選択履歴から判定さ
れた重要度に基づいて、第１番目～第ｎ番目（ｎは、２以上の整数）の複数の略環状の領
域から構成される表示領域であって、第ｘ－１番目（ｘは、２～ｎの整数） の領域が第
ｘ番目の領域の内側に位置する表示領域に対して、第ｘ－１番目の領域内に第ｘ番目の領
域内に表示させる表示対象物よりも重要度が高い表示対象物を表示させる表示制御方法。
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【請求項２２】
　請求項１５に記載の表示制御方法において、
　前記表示対象物は、前記複数の略環状の領域それぞれに対応づけられているグループの
内いずれか１つに属するものであり、
　前記重要度情報取得ステップは、前記表示対象物が属するグループに関する情報を取得
するものであり、
　前記制御ステップは、前記重要度情報取得ステップにて取得された情報に基づいて、内
側に位置する略環状の領域に対応付けられているグループに属する表示対象物ほど重要度
が高いものとして、前記複数の略環状の領域それぞれに対して、各領域に対応付けられて
いるグループに属する表示対象物を表示させる表示制御方法。
【請求項２３】
　請求項１５に記載の表示制御方法において、
　前記制御ステップは、第１番目の略環状の領域の内側の領域に、処理対象物を特定する
ための情報を表示させる表示制御方法。
【請求項２４】
　請求項１５に記載の表示制御方法において、
　前記略環状の領域は略円環状の領域である表示制御方法。
【請求項２５】
　請求項１５に記載の表示制御方法において、
　任意の表示対象物の前記略環状の領域内における表示位置を設定する表示設定ステップ
を備え、
　前記制御ステップは、前記表示設定ステップにて表示位置が設定された表示対象物につ
いては、前記略環状の領域内における当該設定位置に表示させる表示制御方法。
【請求項２６】
　請求項１５に記載の表示制御方法において、
　前記制御ステップは、前記表示領域が、画面における中央位置よりも左側および上側の
うち少なくとも一方の側に位置するように表示させる表示制御方法。
【請求項２７】
　請求項１５に記載の表示制御方法において、
　前記表示対象物は、文字およびアイコンの内少なくともいずれかを含む表示制御方法。
【請求項２８】
　請求項１６に記載の表示制御方法において、
　前記制御ステップは、前記略環状の領域内に表示させた表示対象物に対応する設定が行
なわれた場合に、該表示対象物が対応する設定項目に続いて選択される頻度が所定閾値以
上である設定項目に対応する表示対象物を強調表示させる表示制御方法。
【請求項２９】
　請求項１６に記載の表示制御方法において、
　前記制御ステップは、前記略環状の領域内に表示させた表示対象物に対応する設定が行
なわれた場合に、該表示対象物が対応する設定項目に続いて選択されるべき所定の設定項
目に対応する表示対象物を強調表示させる表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字やアイコン等の表示対象物を画面表示するインターフェース画面に関し
、特にインターフェース画面における表示対象物の表示制御技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像処理等における処理条件の設定をインターフェース画面上で行なう場合、タ
ブ等で分類された設定項目の中から所望の項目に対応するアイコン（表示対象物）を選択
し、設定を行なっていた。



(6) JP 4818794 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

【０００３】
　このような従来のインターフェース画面では、ある処理の設定を行なう際に選択し得る
設定項目が複数のタブ（設定画面）にまたがって配置されている（例えば、特許文献１お
よび２参照。）。
【特許文献１】特開平１１－１９４６６９号公報
【特許文献２】特開平９－２６９７０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のような従来のインターフェース画面では、ユーザは単一の処理を行うだけである
にも拘らず、複数のタブ（設定画面）の切替えを行ないながら所望の設定項目に対応する
アイコンを探し出して設定を行なわなければならず、設定項目の一覧性や作業性の観点で
問題があった。
【０００５】
　本発明は上述した問題点を解決するためになされたものであり、所定の処理の対象とな
る処理対象物に関連するアイコン等の複数の表示対象物を画面上の適切な位置に配置し、
ユーザの利便性の向上に寄与することのできる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するため、本発明に係る表示制御装置は、所定の処理の対象となる
処理対象物に関連する複数の表示対象物の画面表示を行わせる表示制御装置であって、前
記処理対象物を特定するための情報を取得する対象物情報取得部と、前記対象物情報取得
部にて取得された情報に基づいて、複数の表示対象物の内から当該情報により特定される
処理対象物と所定の関係にある表示対象物を抽出する抽出部と、前記抽出部にて抽出され
る表示対象物と前記処理対象物との関連性に関する情報を取得する重要度情報取得部と、
前記重要度情報取得部にて取得された情報に基づいて、前記処理対象物との関連性が高い
表示対象物ほど重要度が高いものと判定する重要度判定部を備え、前記重要度判定部にて
判定された重要度に基づいて、第１番目～第ｎ番目（ｎは、２以上の整数）の複数の略環
状の領域から構成される表示領域であって、第ｘ－１番目（ｘは、２～ｎの整数）の領域
が第ｘ番目の領域の内側に位置する表示領域に対して、第ｘ－１番目の領域内に第ｘ番目
の領域内に表示させる表示対象物よりも重要度が高い表示対象物が位置するように、前記
抽出部にて抽出された表示対象物を表示させる制御部とを備えてなることを特徴とするも
のである。
【０００７】
　また、本発明に係る画像処理装置は、上述のような構成の表示制御装置と、前記表示制
御装置による表示内容に基づくユーザの操作入力を受け付ける操作入力部と、前記操作入
力部にて受け付けた入力に基づいて、所定の画像処理を行う画像処理部とを備えてなるこ
とを特徴とするものである。
【０００８】
　また、本発明に係る表示制御方法は、所定の処理の対象となる処理対象物に関連する複
数の表示対象物の画面表示を行わせる表示制御方法であって、前記処理対象物を特定する
ための情報を取得する対象物情報取得ステップと、前記対象物情報取得ステップにて取得
された情報に基づいて、複数の表示対象物の内から当該情報により特定される処理対象物
と所定の関係にある表示対象物を抽出する抽出ステップと、前記抽出ステップにて抽出さ
れる表示対象物と前記処理対象物との関連性に関する情報を取得する重要度情報取得ステ
ップと、前記重要度情報取得ステップにて取得された情報に基づいて、前記処理対象物と
の関連性が高い表示対象物ほど重要度が高いものと判定する重要度判定ステップを備え、
前記重要度判定ステップにて判定された重要度に基づいて、第１番目～第ｎ番目（ｎは、
２以上の整数）の複数の略環状の領域から構成される表示領域であって、第ｘ－１番目（
ｘは、２～ｎの整数）の領域が第ｘ番目の領域の内側に位置する表示領域に対して、第ｘ
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－１番目の領域内に第ｘ番目の領域内に表示させる表示対象物よりも重要度が高い表示対
象物が位置するように、前記抽出ステップにて抽出された表示対象物を表示させる制御ス
テップとを備えてなる表示制御方法ことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　以上に詳述したように本発明によれば、所定の処理の対象となる処理対象物に関連する
アイコン等の複数の表示対象物を画面上の適切な位置に配置し、ユーザの利便性の向上に
寄与することのできる技術を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。図１は、本実施の形態
による表示制御装置２を備えた画像処理装置１の概要について説明するための外観斜視図
である。ここでは、一例として、画像処理装置１がＭＦＰ（Multi Function Peripheral
）である例を挙げる。
【００１１】
　本実施の形態による画像処理装置１は、インターフェース画面１０１、ＡＤＦ（Auto D
ocument Feeder）１０２、画像読取部１０３、手差し給紙部１０４、給紙カセット１０５
、画像形成部１０６、認証処理部１０７および表示制御装置２を備えてなる構成となって
いる。
【００１２】
　以下、本実施の形態による画像処理装置１の動作について簡単に説明する。画像処理装
置１にてコピー処理（所定の画像処理）を行う場合、まず認証処理部１０７にてユーザの
認証処理が行われる。続いて、認証処理に成功したユーザによるインターフェース画面１
０１への操作入力に基づいて、ＡＤＦ１０２にセットされた原稿が画像読取部（画像処理
部）１０３による原稿読取位置に対して自動搬送される。このようにして搬送された原稿
は、画像読取部１０３にて画像を読み取られる。そして、インターフェース画面１０１へ
の操作入力に基づいて選択された給紙方法により、給紙カセット１０５および手差し給紙
部１０４の内いずれか一方により給紙動作が行なわれる。給紙された用紙は、画像形成部
（画像処理部）１０６に搬送され、画像読取部１０３にて読み取られた画像に基づく画像
形成処理が施され、コピー処理が完了する。
【００１３】
　なお、インターフェース画面１０１は、例えばタッチパネルディスプレイから構成され
ており、インターフェース画面１０１における表示内容に基づくユーザの操作入力を受け
付ける操作入力部としての役割も有している。
【００１４】
　続いて、表示制御装置２について詳細に説明する。表示制御装置２は、画像処理装置１
における「データ送信」、「お気に入り登録内容の呼出」、「スキャンプレビュー」、「
プリント」、「データ保存」および「データ呼出」等の所定の処理の対象となる処理対象
物に関連する文字やアイコン等の複数の表示対象物をインターフェース画面１０１上に画
面表示させる役割を有している。なお、ここでの「文字」には「記号」が含まれ、「アイ
コン」には「図形」が含まれる。本実施の形態による表示制御装置では、文字およびアイ
コンの内少なくともいずれか一方を含むものを表示対象物として画面表示可能であるが、
以下の説明では説明の便宜上、表示対象物を単に「アイコン」と表現する。画像処理装置
１における上記所定の処理の処理対象物としては、例えばシート原稿、冊子状の原稿およ
び画像データ等が挙げられる。
【００１５】
　図２は、本実施の形態による表示制御装置２について説明するための機能ブロック図で
ある。本実施の形態による表示制御装置２は、識別情報取得部２０１、表示設定部２０２
、対象物情報取得部２０３、抽出部２０４、重要度情報取得部２０５、重要度判定部２０
６、制御部２０７、ＣＰＵ８０１およびＭＥＭＯＲＹ８０２を備えてなる構成となってい
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る。
【００１６】
　識別情報取得部２０１は、認証処理部１０７における認証処理にて取得されるユーザＩ
Ｄ等のユーザを識別するための識別情報を取得する。認証処理部１０７における認証処理
は、例えば認証処理部１０７が備えるアンテナによりユーザが所有する非接触ＩＣカード
に記憶されたユーザＩＤを読み取ることにより行なわれる。もちろん、認証処理部１０７
における識別情報の取得は、非接触ＩＣカードの読み取りに限られず、例えばキー入力や
バイオメトリクス認証における指紋や声紋等の生体情報の入力によって取得されるように
してもよい。
【００１７】
　対象物情報取得部２０３は、処理対象物を特定するための情報を取得する。図３は、画
像処理装置１においてコピー処理を実行する場合に表示される画面である。同図に示すよ
うに、インターフェース画面１０１には、後述の制御部２０７により、第１番目の円環状
領域９０１～第３番目の円環状の領域９０３から構成される表示領域が表示されている。
ここでは、第１番目の円環状領域９０１が第２番目の円環状領域９０２の内側に位置し、
第２番目の円環状領域９０２が第３番目の円環状領域９０３の内側に位置している。また
、第１の円環状領域９０１の内側（表示領域の中央）には、コピー処理を実行する対象と
なる原稿のタイプを選択（特定）するための複数のアイコンが表示される。対象物情報取
得部２０３は、上述のようにして画面表示されたアイコン「片面１枚」、「本・雑誌」お
よび「その他」の内いずれか１つを、ユーザがインターフェース画面１０１を介して選択
した場合に、当該選択したアイコンに対応付けられている情報を取得する。
【００１８】
　この他、対象物情報取得部２０３は、ＡＤＦ１０２、給紙カセット１０５、手差し給紙
部１０４等に設けられたセンサ等によって処理対象となる原稿のタイプを特定し、当該特
定された原稿タイプの情報を処理対象物を特定するための情報として取得することもでき
るし、画像処理装置１と通信可能に接続された外部機器から上記情報を受信することによ
って取得することもできる。
【００１９】
　抽出部２０４は、対象物情報取得部２０３にて取得された情報に基づいて、所定の処理
における複数の設定項目に対応付けられている複数のアイコンの内から当該情報により特
定される処理対象物と所定の関係にあるアイコンをＭＥＭＯＲＹ８０２から抽出する。な
お、ここでの「処理対象物と所定の関係にあるアイコン」とは、処理対象物（例えば原稿
）に対して所定の処理（例えばコピー処理）を行う場合に、使用され得る設定項目に対応
するアイコンであり、予め設定されている。また、「処理対象物と所定の関係にあるアイ
コン」としては、この他にも、処理対象物に関連して（当該処理対象物に対して所定の処
理を行う際の設定項目として）選択される頻度が所定の閾値以上である関係にあるアイコ
ン等も挙げられる。図４は、抽出部２０４にて抽出された複数のアイコン７０１～アイコ
ン７１８の例を示す図である。
【００２０】
　重要度情報取得部２０５は、抽出部２０４にて抽出される複数のアイコンそれぞれに対
応付けられている画面表示における重要度に関する情報を取得する。具体的に、重要度情
報取得部２０５は、抽出部２０４にて抽出されるアイコンと処理対象物との関連性に関す
る情報として、識別情報取得部２０２にて取得された識別情報に対応するユーザの、上記
アイコンの処理対象物に関連して選択された選択履歴（いわゆる操作ログ）に関する情報
をＭＥＭＯＲＹ８０２から取得する。また、あるアイコンに対応付けられている設定項目
が、過去の選択頻度に拘らず優先的に画面表示させておくべきものである場合には、常に
高い関連性があるとすることも可能である。なお図４では、「片面１枚の原稿」という処
理対象物に関連してユーザが過去に選択した頻度が、重要度に関する情報として示されて
いる。この他、重要度情報取得部２０５により取得する上記「重要度に関する情報」は、
処理対象物に関連して選択された頻度に限らず、例えば処理対象物に拘らず設定項目とし
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て選択された頻度とすることもできる。
【００２１】
　また、本実施の形態においてインターフェース画面１０１上に画面表示させるべき複数
のアイコンは、予めいくつかのグループに分けられている場合がある。この場合、重要度
情報取得部２０３は、アイコンが属するグループに関する情報（グループ名やグループ識
別番号等）をＭＥＭＯＲＹ８０２から取得する。
【００２２】
　重要度判定部２０６は、重要度情報取得部２０５にて取得された情報に基づいて、処理
対象物との関連性が高いアイコンほど画面表示における重要度が高いものと判定する。具
体的に、重要度判定部２０６は、重要度情報取得部２０５にて取得されたアイコンの選択
頻度を示す情報に基づいて、選択頻度が高いアイコンほど処理対象物との関連性が高い（
重要度が高い）ものと判定する。
【００２３】
　制御部２０７は、識別情報取得部２０１にて取得された識別情報によるログイン時に、
重要度判定部２０６にて該識別情報に対応するユーザの選択履歴から判定された重要度に
基づいて、第１番目～第ｎ番目（ｎは、２以上の整数）の複数の円環状の領域から構成さ
れる表示領域であって、第ｘ－１番目（ｘは、２～ｎの整数）の領域が第ｘ番目の領域の
内側に位置する表示領域に対して、第ｘ－１番目の領域内に第ｘ番目の領域内に表示させ
るアイコンよりも重要度が高いアイコンを表示させる（図５参照）。もちろん、制御部２
０７は、重要度情報取得部２０５にて取得される情報が、直接的にアイコンの画面表示に
おける優先度を示すものである場合には、当該情報に基づいて、表示領域に対して、第ｘ
－１番目の領域内に第ｘ番目の領域内に表示させるアイコンよりも重要度が高いアイコン
が位置するように、抽出部２０４にて抽出されたアイコンを表示させることもできる。
【００２４】
　このように、各ユーザがその処理対象物に関連して選択したアイコンについての操作ロ
グ等に基づいて、抽出された複数のアイコンを配列する際の優先順位を規定することによ
り、各ユーザがある処理対象物に対して選択する頻度の高いアイコンから目立つように配
置されるため、ユーザ毎に使い勝手のよいインターフェース画面を提供することができる
。
【００２５】
　なお、図４に示す例では、アイコンの選択頻度として、月当りの選択頻度を採用してい
るが、これに限られるものではなく、例えば１年当りの選択頻度や画像処理装置１におけ
る通算の選択回数を用いてもよい。また、ユーザＩＤに基づいて、当該ユーザＩＤでのロ
グイン時に選択された頻度を、その選択場所が画像処理装置であるかＰＣであるかを問わ
ず記録しておき、選択頻度の指標として用いることもできる。
【００２６】
　このように、所定の処理の対象となる処理対象物と関連のある全てのアイコンを、表示
候補である複数のアイコンの中から抽出して画面表示させることにより、従来のインター
フェース画面の構成では不可能であった、処理対象物に関連する全ての設定項目を表すア
イコンの表示が可能となり、且つインターフェース画面をシンプルな構成とすることがで
きる。これにより、ユーザは処理対象物と関連のあるアイコン（設定項目）のみを見なが
ら、表示画面の切替えを行なうことなく操作を進めることができ、アイコンの一覧性や検
索性の向上に寄与することができる。なお、本実施の形態では、処理対象物に関連性の高
いアイコン群は、図５のように複数の円環状領域内に表示させ、さらに詳細な設定項目に
ついては、これらアイコンを選択することによりプルダウンメニュー表示やポップアップ
表示を行なうことにより表示を行なう。
【００２７】
　また、高い重要度が対応付けられているアイコンほど内側の環状領域に表示させるよう
にすることで、注目させたいアイコンや重要なアイコンを画面上の特定のエリアに集中さ
せることができる。特に、ユーザによるアイコンの選択頻度に基づいて重要度を決定する
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ことにより、ユーザが頻繁に選択するアイコンを注目しやすい位置に自動的に配置して表
示させることができ、ユーザの使い勝手の向上に寄与することができる。
【００２８】
　なお、本実施の形態では、所定の各設定項目に対応付けられているアイコンは、複数の
円環状の領域それぞれに対応づけられているグループの内いずれか１つに属する。ここで
は、第１番目の円環状領域９０１～第３番目の円環状領域９０３には、それぞれグループ
１～グループ３が対応付けられており、グループ１にはアイコン７０１～アイコン７０７
が属しており、グループ２にはアイコン７０８～アイコン７１５が属しており、グループ
３にはアイコン７１６～アイコン７１８が属している（図４参照）。なお、あるグループ
に属することのできるアイコンの数は、そのグループが対応付けられている円環状領域に
配列可能なアイコン数によって決定される。
【００２９】
　制御部２０７は、重要度情報取得部２０５にて取得された情報に基づいて、内側に位置
する円環状の領域に対応付けられているグループに属するアイコンほど重要度が高いもの
として、複数の円環状の領域それぞれに対して、各領域に対応付けられているグループに
属するアイコンを表示させる。このように、アイコンが円環状領域に対応付けられたグル
ープに属している場合、どのグループに属しているかが、そのアイコンの重要度を示すこ
とになる。
【００３０】
　また、制御部２０７は、円環状の領域内で表示させる複数のアイコンの内、重要度が高
いアイコンほど、円環状の領域内における該領域の中央位置よりも上方に位置する所定位
置を起点として、円環状の領域内における時計回り方向上流側に位置するように表示させ
る。このように、アイコンを重要なものから時計回り方向に配列するように表示させるこ
とにより、環状に物が配列されている場合に時計回りに物を観察してゆく人間の習性を利
用して、重要なアイコンほどユーザの注意を惹きやすい配置にすることができる。
【００３１】
　また、制御部２０７は、円環状の領域内で表示させる複数のアイコンを、所定位置を起
点として、時計回り方向上流側から所定間隔で配列されるように表示させる。従来のタブ
表示を行なうインターフェース画面では、不要な設定項目や選択不能な設定項目はグレイ
アウト状態にしていたが、これでは当該グレイアウト状態になっているアイコンによって
依然として画面上のスペースが消費されているため、全ての設定項目に対応するアイコン
を一度に画面表示することは困難であった。一方、本実施の形態によれば、表示候補であ
る複数のアイコン群の内から抽出された複数のアイコンを、環状領域における所定位置を
起点として所定間隔で詰めて配列することにより、処理対象物との関連のあるアイコンを
画面上のある領域に集めて表示させることができ、画面上の表示スペースを有効に利用す
ることができ、アイコン群の一覧性を高めることができる。
【００３２】
　また、上述の環状の領域は、必ずしも完全な環を形成している必要はなく、環の一部が
欠けているような形状（略環状）であってもよい。すなわち、隣接する略環状の領域間に
おいて何れが内側に位置する領域であるかが認識できる程度に内側の領域を囲むことがで
きる形状であればよい。また、上述の環状の領域は、環状領域の中心からの半径（距離）
によってアイコンの重要度を容易に把握することができ、且つアイコン群をタブ表示やツ
リー表示によって分類する場合に比べ多くのアイコンを表示することができるため「円環
状」であることが好ましいが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば多角形状の
輪郭を有する環状領域であってもよい。また、隣接して配置される複数の環状領域は、全
てが近似する形状の輪郭を有する必要はなく、異なる輪郭を有する環状領域の組合わせで
あってもよい。
【００３３】
　また、制御部２０７は、第１～第３の円環状領域からなる表示領域が、画面における中
央位置よりも左側および上側のうち少なくとも一方の側に位置するように表示させる。一
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般に、ユーザインターフェースを設計する際には、重要度の高いものは左側あるいは上側
に配置し、重要度の低いものは右側あるいは下側に配置するという原則がある。よって、
この原則に則ってアイコンを画面上に配列することが好ましい。すなわち、表示領域全体
を画面上の中央位置よりも左側、上側、あるいは左上側に配置することにより、必然的に
重要度の高いアイコンが画面上の中央位置よりも左側、上側、あるいは左上側に位置する
ことになり、外側の環状領域に配置されている重要度の低いアイコンが画面上の中央位置
よりも右側、下側、あるいは右下側に位置することになる。これにより、ユーザインター
フェースの一般的な設計原則に則った（ユーザにとって自然な）アイコンの配列とするこ
とができ、ユーザの操作性の向上に寄与することができる。
【００３４】
　また、表示設定部２０２は、ユーザの操作入力に基づいて、インターフェース画面１０
１にて画面表示させるべきアイコンや文字等の複数のアイコンのうち任意のアイコンの、
円環状領域内における表示位置を設定する。制御部２０７は、表示設定部２０２にて表示
位置が設定されたアイコンについては、略環状の領域内における当該設定位置に表示させ
るようになっている。
【００３５】
　これによれば、任意のアイコンを常に環状領域内の任意の位置に表示させることが可能
となり、使用頻度やグルーピングに拘らず、常に特定の位置に表示させておきたいアイコ
ンなどを当該特定位置に表示させることができる。これによって、様々な機能に対応する
アイコンの位置を場所で覚えているユーザや、アイコン位置を覚えて作業を行なう場合が
多い目の不自由なユーザの利便性を確保することができる。
【００３６】
　図６は図３に示す画面において、原稿として「本・雑誌」が選択された場合に、抽出部
２０４によって抽出されるアイコン群の例を示す図であり、図７は図６に示す抽出結果お
よび重要度情報に基づいて、制御部２０７による画面表示を行なった画面表示例を示す図
である。図６および図７に示すように、原稿（処理対象物）として「本・雑誌」を選択し
た場合には、「片面１枚」のシート原稿に対して画像処理を行なう場合にのみ選択し得る
「両面印刷」等の設定項目を示すアイコンは表示されず、冊子である場合にのみ選択し得
る「見開き→両面」、「中消し」および「見開き→片面」といった設定項目を示すアイコ
ンが表示されている。このように、原稿が「本・雑誌」である場合には関係のない設定項
目に対応するアイコンを非表示とし、それにより空いたスペースに冊子原稿である場合に
選択可能な設定項目に対応するアイコンを表示することにより、有用な設定項目を示すア
イコンをより多く一度に画面表示することが可能となる。
【００３７】
　また、制御部２０７は、所定の処理を開始する際の原稿の選択に限らず、所定の処理を
実行するための種々の設定項目の設定を行なってゆく過程において、既に設定した項目に
付随して設定される頻度の高い（例えば、月当りの選択頻度が所定閾値以上）設定項目が
ある場合、当該設定される頻度の高い設定項目をおすすめ項目として強調表示する。おす
すめ項目として強調表示される設定項目は、他のアイコンに比べて強調表示させるため、
ユーザの設定項目の検索性を向上させることができ、従来のインターフェース画面に比べ
てより直感的に操作することができる。なお、ここでの強調表示は、例えばフォント、字
の太さ、図形の形状、明滅、大きさ、動き、彩度の高低、コントラスト値の高低等のうち
少なくともいずれかを変更することにより表現する。この他、略環状の領域内に表示させ
た表示対象物に対応する設定が行なわれた場合に、該表示対象物が対応する設定項目に続
いて選択されるべき項目として予め定めておいた所定の設定項目に対応する表示対象物を
強調表示させるようにすることもできる。これにより、インターフェース画面の設計者の
意図に沿ったかたちでの操作の誘導を行なうことが可能となる。
【００３８】
　図８は、本実施の形態による画像処理装置１における処理（表示制御方法）の流れにつ
いて説明するためのフローチャートである。
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【００３９】
　まず、識別情報取得部２０１は、ユーザを識別するための識別情報を取得する（識別情
報取得ステップ）（Ｓ１０１）。
【００４０】
　表示設定部２０２は、任意のアイコンの円環状の領域内における表示位置を設定する（
表示設定ステップ）（Ｓ１０２）。
【００４１】
　対象物情報取得部２０３は、処理対象物を特定するための情報を取得する（対象物情報
取得ステップ）（Ｓ１０３）。
【００４２】
　次に、抽出部２０４は、対象物情報取得ステップにて取得された情報に基づいて、複数
のアイコンの内から当該情報により特定される処理対象物と所定の関係にあるアイコンを
抽出する（抽出ステップ）（Ｓ１０４）。なお、ここでの「処理対象物と所定の関係にあ
るアイコン」とは、例えば、処理対象物に対して所定の処理を行う場合に、使用され得る
設定項目に対応するアイコンを意味している。
【００４３】
　重要度情報取得部２０５は、抽出ステップにて抽出されるアイコンに対応付けられてい
る画面表示における重要度に関する情報を取得する（重要度情報取得ステップ）（Ｓ１０
５）。具体的に、重要度情報取得ステップは、識別情報取得ステップにて取得された識別
情報に対応するユーザによる、アイコンの処理対象物に関連して選択された選択履歴に関
する情報を取得する。
【００４４】
　重要度判定部２０６は、重要度情報取得ステップにて取得された情報に基づいて、選択
頻度が高い表示対象物ほど重要度が高いものと判定する（重要度判定ステップ）（Ｓ１０
６）。
【００４５】
　制御部２０７は、識別情報取得ステップにて取得された識別情報によるログイン時（ロ
グイン中）に、重要度判定ステップにて該識別情報に対応するユーザの選択履歴から判定
された重要度に基づいて、第１番目～第ｎ番目（ｎは、２以上の整数）の複数の円環状の
領域から構成される表示領域であって、第ｘ－１番目（ｘは、２～ｎの整数）の領域が第
ｘ番目の領域の内側に位置する表示領域に対して、第ｘ－１番目の領域内に第ｘ番目の領
域内に表示させるアイコンよりも重要度が高いアイコンが位置するように、抽出ステップ
にて抽出されたアイコンを表示させる（制御ステップ）（Ｓ１０７）。また、制御ステッ
プは、円環状の領域内で表示させる複数のアイコンの内、重要度が高いアイコンほど、略
環状の領域内における該領域の中央位置よりも上方に位置する所定位置を起点として、円
環状の領域内における時計回り方向上流側に位置するように表示させるとともに、これら
複数のアイコンを、時計回り方向上流側から所定間隔で配列されるように表示させる。ま
た、制御ステップは、第１番目の円環状の領域の内側の領域に、処理対象物を特定するた
めの情報を表示させる。
【００４６】
　なお、制御ステップは、表示設定ステップにて表示位置が設定されたアイコンについて
は、円環状の領域内における当該設定位置に表示させる。なお、上述のフローチャートで
は、表示設定ステップが対象物情報取得ステップに先立って行なわれている例を示したが
、これに限られるものではなく、制御ステップにおけるアイコン群の画面表示を行なう際
に、表示設定ステップによる設定内容を参照することができるように設定が完了していれ
ばよい。
【００４７】
　上述の画像処理装置１での処理における各ステップは、ＭＥＭＯＲＹ８０２に格納され
ている表示制御プログラムをＣＰＵ８０１に実行させることにより実現されるものである
。
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【００４８】
　本実施の形態では装置内部に発明を実施する機能が予め記録されている場合で説明をし
たが、これに限らず同様の機能をネットワークから装置にダウンロードしても良いし、同
様の機能を記録媒体に記憶させたものを装置にインストールしてもよい。記録媒体として
は、ＣＤ－ＲＯＭ等プログラムを記憶でき、かつ装置が読み取り可能な記録媒体であれば
、その形態は何れの形態であっても良い。またこのように予めインストールやダウンロー
ドにより得る機能は装置内部のＯＳ（オペレーティング・システム）等と共働してその機
能を実現させるものであってもよい。
【００４９】
　このように、本実施の形態によれば、多くの設定項目を有する所定の処理を行う場合に
、処理対象物に応じて、当該処理対象物について設定可能な項目のみ表示させることによ
り、無意識のうちに操作の誘導を行い、操作中の迷いをなくすことができる。
【００５０】
　なお、本実施の形態では、説明の便宜上、表示設定部２０２により設定する情報を格納
する記憶領域と、抽出部２０４、重要度情報取得部２０５、重要度判定部２０６および制
御部２０７により情報を読み出す記憶領域とがＭＥＭＯＲＹ８０２により実現されている
（ＭＥＭＯＲＹ８０２に必要とする情報が格納されている）例を示したが、例えば画像処
理装置１の外部に配置されたデータベース等によって上記記憶領域を実現するようにして
もよい。すなわち、上記記憶領域は、表示設定部２０２、抽出部２０４、重要度情報取得
部２０５、重要度判定部２０６および制御部２０７との情報のやり取りが行なえる状態に
あればよく、その配置場所は問わない。
【００５１】
　また、本実施の形態では、各ユーザのユーザＩＤ等に対応付けて記憶されている表示対
象物の選択履歴を取得して表示対象物の配置の順序の決定に用いる構成を示したが、例え
ば、ユーザ個々人よりもユーザが属する部署毎にアイコン選択の頻度に特徴があるような
場合には、ユーザ認証に基づいて得られるユーザＩＤに基づいて当該ユーザが所属する部
署のＩＤを取得し、当該部署ＩＤに対応付けて格納されている当該部署に属するユーザ全
員によるアイコンの選択履歴情報を用いるようにすることもできる。
【００５２】
　また、本実施の形態では、画像処理装置１がＭＦＰである例を挙げたが、これに限られ
るものではなく、プリンタ、スキャナ、ＰＣ（Personal Computer）およびＭＭＫ（Multi
 Media Kiosk）等のように、画像形成処理、画像読取処理、画像編集処理および撮像処理
といった所定の画像処理を行う装置であれば適用可能であることは言うまでもない。
【００５３】
　本発明を特定の態様により詳細に説明したが、本発明の精神および範囲を逸脱しないか
ぎり、様々な変更および改質がなされ得ることは、当業者には自明であろう。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本実施の形態による表示制御装置２を備えた画像処理装置１の概要について説明
するための外観斜視図である。
【図２】本実施の形態による表示制御装置２について説明するための機能ブロック図であ
る。
【図３】画像処理装置１においてコピー処理を実行する場合に表示される画面である。
【図４】抽出部２０４にて抽出された複数のアイコン７０１～アイコン７１８の例を示す
図である。
【図５】抽出部２０４にて抽出された複数のアイコン７０１～アイコン７１８の画面表示
例を示す図である。
【図６】図３に示す画面において、原稿として「本・雑誌」が選択された場合に、抽出部
２０４によって抽出されるアイコン群の例を示す図である。
【図７】図６に示す抽出結果および重要度情報に基づいて、制御部２０７による画面表示
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を行なった画面表示例を示す図である。
【図８】本実施の形態による画像処理装置１における処理（表示制御方法）の流れについ
て説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００５５】
１　画像処理装置、２　表示制御装置、２０１　識別情報取得部、２０２　表示設定部、
２０３　対象物情報取得部、２０４　抽出部、２０５　重要度情報取得部、２０６　重要
度判定部、２０７　制御部、８０１　ＣＰＵ、８０２　ＭＥＭＯＲＹ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(16) JP 4818794 B2 2011.11.16
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